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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会準備経過 
年  月  日 内                 容 

平成２７年 １月１４日 

 

公益財団法人宮崎県体育協会（以下「県体協」という。）臨時理事会及び評議員

会において、「平成３８年第８１回国民体育大会の宮崎県開催招致」を決議 
 

２月１２日 

 

県体協が県、県議会及び県教育委員会に「平成３８年第８１回国民体育大会の

宮崎県開催招致要望書」を提出 
 

２月２５日 

 

知事が県議会２月定例会において、「平成３８年第８１回国民体育大会及び第

２６回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致」を表明 
 

３月１３日 

 

県議会２月定例会において、「平成３８年第８１回国民体育大会及び第２６回

全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致に関する決議」を全会一致で議決 
 

３月１６日 

 

定例教育委員会において、「平成３８年第８１回国民体育大会及び第２６回全

国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致に関する決議」を議決 
 

４月１７日 

 

知事が文部科学省に「平成３８年第８１回国民体育大会開催要望書」と「平成

３８年第２６回全国障害者スポーツ大会開催要望書」を提出 

 知事が公益財団法人日本体育協会（以下「日体協」という。）に「平成３８年

第８１回国民体育大会開催要望書」を、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

に「平成３８年第２６回全国障害者スポーツ大会開催要望書」を提出 
 

６月１１日 

 

日体協第１回国体委員会において、「平成３８年第８１回国民体育大会開催申

請書提出順序了解県」として承認 
 

７月２２日 

 

日体協第３回理事会において、「平成３８年第８１回国民体育大会開催申請書

提出県」として了解（宮崎県開催が内々定） 
 

平成２９年１０月３０日 第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会設立総会・第１回総会及び第１回常任

委員会を開催 
 

１１月１４日 第１回総務企画専門委員会及び第１回施設整備専門委員会を開催 
 

１１月１７日 第１回競技運営専門委員会を開催 
 

１２月１４日 第１回市町村担当者会議及び第１回競技団体担当者会議を開催 
 

平成３０年 ５月２２日 第２回総務企画専門委員会を開催 
 

７月 ９日 第２回常任委員会及び第２回総会を開催 
 

７月２４日 第１回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

７月３１日 
 

第２回市町村担当者会議及び第２回競技団体担当者会議を開催 
 

１０月２９日 第３回総務企画専門委員会を開催 
 

１２月１９日 第２回競技運営専門委員会及び第２回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

平成３１年 １月３１日 第３回常任委員会を開催 
 

２月 ６日 第４回総務企画専門委員会を開催 
 

３月１５日 第３回市町村担当者会議及び第３回競技団体担当者会議を開催 
 

 

報告事項（１） 
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年  月  日 内                 容 

令和元年 ５月３０日 第５回総務企画専門委員会を開催 
 

７月 １日 

 
 

第４回常任委員会及び第３回総会を開催 

「第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員 

会」に改称 
 

７月 ９日 
 

第３回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

８月 ２日 
 

第１回開催基本構想策定検討部会を開催 
 

８月２８日 第４回市町村担当者会議及び第４回競技団体担当者会議を開催 
 

１１月１２日 
 

第６回総務企画専門委員会を開催 
 

１２月１６日 
 

第１回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 

１２月１７日 第２回開催基本構想策定検討部会を開催 
 

１２月２０日 第５回市町村担当者会議及び第５回競技団体担当者会議を開催（合同開催） 
 

令和２年 １月１６日 
 

第１回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催 
 

１月３１日 
 

第７回総務企画専門委員会を開催 
 

２月 ５日 
 

第４回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

２月 ７日 
 

第３回開催基本構想策定検討部会を開催 
 

２月１７日 
 

第５回常任委員会を開催 
 

３月１８日 
 

第６回市町村担当者会議及び第６回競技団体担当者会議（資料配付のみ） 
 

６月２５日 第８回総務企画専門委員会を開催 
 

６月２５日 
 

第２回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催 
 

７月 ６日 
 

第６回常任委員会を開催 
 

９月１８日 
 

第２回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催（書面開催） 
 

８月 ７日 
 

第４回総会を開催（書面開催） 
 

８月２０日 
 

第７回市町村担当者会議を開催（テレビ会議） 
 

８月２４日 
 

第７回競技団体担当者会議を開催 
 

９月２４日 第３回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催 
 

１０月１５日 日本スポーツ協会臨時国体委員会において、本県の国民スポーツ大会開催年が

令和９年（２０２７年）に変更され、開催申請書提出順序了解県（内々定県）と

して再決定 
 

１１月 ９日 第５回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

１２月１８日 第３回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 

１２月２３日 
 

１２月２４日 
 

令和３年  １月２２日 
 
２月１５日 
 
３月１８日 
 
３月２２日 

第１回輸送・交通専門委員会を開催 
 
第３回競技運営専門委員会を開催 
 
第９回総務企画専門委員会を開催（書面開催） 
 
第７回常任委員会を開催（書面開催） 
 
第６回広報・県民運動専門委員会を開催 

第８回市町村担当者会議を開催（テレビ会議） 
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年  月  日 内                 容 

３月２３日 
 

第１回宿泊・衛生専門委員会を開催 
 

６月 ８日 
 

第４回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 

６月 ９日 
 

第１０回総務企画専門委員会を開催 
 

７月 ５日 
 

第８回常任委員会を開催 
 

８月 ６日 
 

第５回総会を開催（書面開催） 
 

１０月１１日 
 

第９回市町村担当者会議・第８回競技団体担当者会議を開催（合同開催） 
 

１１月２２日 
 

第２回輸送・交通専門委員会を開催 
 

１２月１５日 
 

第４回競技運営専門委員会を開催 
 

１２月１７日 
 

第２回宿泊・衛生専門委員会を開催 
 

１２月２０日 第１１回総務企画専門委員会を開催 
 

１２月２１日 第５回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 

令和４年  ２月１４日 第９回常任委員会を開催（書面開催） 
 

３月１６日 県議会２月定例会において「第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者 

スポーツ大会の開催」を決議 
 

３月１７日 第１回式典専門委員会を開催 
 

３月２２日 第７回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

４月２５日 第１０回市町村担当者会議を開催 
 

６月 １日 文部科学省及び日本スポーツ協会に「第８１回国民スポーツ大会開催申請書」

を提出 
 

７月１２日 第１２回総務企画専門委員会を開催 
 

７月１４日 日本スポーツ協会第３回理事会において、「第８１回国民スポーツ大会」の宮

崎県開催が内定（国スポ内定に伴い第２６回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開

催が併せて内定） 
 

８月２２日 
 
８月３１日 
 
９月１６日 
 

１０月２５日 
 

１１月 ９日 
 

１１月１６日 
 

１１月２１日 
 

１２月 ６日 

第１０回常任委員会を開催 
 
 第８回広報・県民運動専門委員会を開催 
 
 第６回総会を開催（書面開催） 
 
第５回競技運営専門委員会を開催 

 
第１回馬事衛生専門委員会を開催 

 
第１１回市町村担当者会議を開催 

 
第１回イメージソング選定部会を開催 

 
第６回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会
２０２７年宮崎県開催が内定となりました！！

令和４年７月１４日（木）に開催されました公益財団法人日本スポーツ協

会主催の第３回理事会において、令和９年（２０２７年）の第８１回国民ス

ポーツ大会の本県開催が内定しました。

理事会では、同協会の伊藤雅俊会長から河野俊嗣知事に対して、「開催内定

書」が手渡されました。

また、第８１回国民スポーツ大会の内定をもって、第２６回全国障害者スポ

ーツ大会の開催も内定することから、公益財団法人日本パラスポーツ協会を

表敬訪問し、大会開催への協力を要請しました。

【第８１回国民スポーツ大会開催内定書受領】 【（公財）日本パラスポーツ協会表敬訪問】

【（公財）日本スポーツ協会における記者会見の様子】

※会見後、滋賀県（同日２０２５年開催決定）からきたチ

ャッフィー、キャッフィーとも仲良く記念撮影しました！

報告事項（１）参考
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 
開催準備総合計画改正 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画を

次のとおり改正する。 

 

１ 改正の理由 

  第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会専

門委員会組織の再編・統合に伴い、計画全般を見直したため。 

 

２ 改正の内容 

  別紙のとおり 

令和 4 年(2022 年)8 月 22 日 
第１０回常任委員会決定 報告事項（２）― ① 
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平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
2017 2018 2019 2020 2021

（開催１０年前） （開催９年前） （開催８年前） （開催７年前） （開催６年前）
愛媛県 福井県 茨城県 鹿児島県（中止） 三重県（中止）

開催内々定 県議会開催決議(R4.2)

情 報 通 信

馬事
衛生

馬 事 衛 生

警 備
消 防
防 災

警 備 ･ 消 防

④
準 備

組織等

市 町 村

競技団体

③
 

県
準
備
委
員
会
（

実
行
委
員
会
）

組    織

全体計画

専
 
門
 
委
 
員
 
会

式 典
開 ・ 閉 会 式等
式 典

医療
救護

医 療 救 護
防 疫

輸 送
交 通

輸 送 ･ 交 通

広 報
県 民
運 動

広 報

県 民 運 動

全国障害者
スポーツ大
会

競 技 運 営

宿 泊
衛 生 食 品 衛 生

環 境 衛 生

宿泊

献立・弁当

施 設
整 備

競 技 ･ 式 典
会 場

競 技 ･ 式 典

会 場
情 報 通 信

競 技
運 営

競 技 運 営

競 技 用 具

総 務
企 画

会 場 地 選 定
経 費 負 担

文化プログラム
行 幸 啓 関 係
総 合 案 内

募 金 ･ 協 賛

② 開催手続 開催要望書提出
（平成27年4月17日）

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画［第４次］改正（案）　　　　　

①

年   度
西   暦
逆   年
開 催 県

広報

準備委員会

総 会

常任委員会

総務企画専門委員会

競技運営専門委員会

施設整備専門委員会

広報・県民運動専門委員会 宿 泊･衛 生 専 門 委 員 会

輸 送･交 通 専 門 委 員 会

式 典 専 門 委 員 会
必要に応じて各専門委員会内に部会を

開催基本方針等
開催準備総合計画

開 催 基 本 構 想 策 定

会場地市町村選定基本方針

県及び会場地市町村の
業務分担・経費負担基本方針

【国スポ】正式競技、特別競技、公開競技、
開・閉会式 会場地市町村選定（数次）

県及び会場地市町村の
業務分担・経費負担細目

競技役員等養成基本計画
競技役員等編成基本方針
競技役員等養成基本方針

競技役員等養成事業

競技運営基本方針
公開競技実施基本方針

デモンストレーション
スポーツ実施基本方針

競技用具整備基本方針

広報基本方針・基本計画

マスコットキャラクター、愛称・スローガン募集・決定

県民運動基本方針

宿泊基本方針 宿泊基本計画

医事･衛生基本方針 医事･衛生基本計画

輸送･交通基本方針 輸送･交通基本計画

募金・企業協賛基本方針

市町村担当者会議

競技団体担当者会議

会場地市町村選定基準

競技団体及び市町村への意向調査・ヒアリング

正式競技（会場地選定）

全国障害者スポーツ大会
専門委員会

大会に向けた課題の整理

会場地選定の
進め方

国スポ・障スポ準備委員会

開催準備総合計画（３次）開催準備総合計画（２次）

開・閉会式

競技運営計画・
競技役員等養成計画の作成

競技用具整備要項 競技用具整備計画

中央競技団体 正規視察

医療救護専門委員会

馬事衛生専門委員会

デモンストレーションスポーツ実施競技・会場地選定

競技施設整備基本方針 競技施設基準

競技施設整備調査

競技施設整備計画

報告事項⑵－① 参考
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
2022 2023 2024 2025 2026 2027

（開催５年前） （開催４年前） （開催３年前） （開催２年前） （開催１年前） （開催年）
栃木県 ［特別大会］鹿児島県 佐賀県 滋賀県 青森県 宮崎県

開催内定 開催決定･会期決定 国スポリハーサル大会 障スポリハーサル大会
開催申請書提出

（文部科学省･日スポ協）

文部科学省･日スポ協
総合視察

競技役員等養成の推進

企業協賛活動の推進
募金活動の推進

県民運動の推進（各種媒体の作成及び配布、花いっぱい運動等の実施団体の支援など）

ボランティア（大会運営等）の募集・養成

活動の推進（ホームページ、広報誌、ポスター、懸垂幕、横断幕、記録映像等）

文化プログラムの実施

警備・消防・防災専門委員会

設置

開催準備総合計画（５次）
大会報告書

文化プログラム基本方針

警衛基本方針・基本計画

総合案内基本方針 総合案内準備の推進

日程最終調整

総合案内

総監督会議

記録本部
総合・競技別
プログラム

警衛等実施計画、日程等調整

文化プログラム事業募集等（実施要項、募集、登録等）

競技役員等編成
記録業務基本方針

競技用具整備の推進

リハーサル大会実施本部

記録関係業務基本計画

競技施設及び式典会場整備の推進

情報通信本部

全国報道者会議

報道本部開催１年前イベント開催決定イベント

県民運動基本計画

宿泊要項 宿泊本部

救護本部・救護所

輸送本部

警備本部

消防・防災本部

宿泊準備の推進（総合配宿計画、宿泊施設充足対策、宿泊料金等）

輸送･交通業務指針

開・閉会式輸送実施計画
交通規制計画

全国輸送計画・会場地輸送調整

警備･消防･防災準備の推進（関係機関との協力体制構築、業務指針、マニュアル等の作成など）

開催内定イベント

競技日程決定

馬事衛生対策本部

実行委員会

会場地市町村国スポ・障スポ 準備委員会（随時設置） 会場地市町村国スポ・障スポ実行委員会 市町村競技会実施本部

食品衛生対策の推進

大会実施本部

オープン競技
実施競技・会場地選定 競技用具整備

競技役員等（障スポ特有種目）の養成・ボランティア（情報支援、選手団サポート）募集・養成等

第
81
回
国
民
ス
ポ
❘

ツ
大
会
・
第
26
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
❘

ツ
大
会

オープン競技実施基本方針

募金基本計画

警備・消防防災基本方針 警備・消防防災基本計画

イメージソング等

輸送・交通基礎調査

宿泊施設等基礎調査

【障スポ】正式競技
会場地市町村選定（数次）

輸送・交通総合調査

開催準備総合計画（４次）

食事の提供準備の推進、弁当の提供準備の推進

環境衛生対策の推進

医療救護対策の推進・防疫対策の推進

馬事衛生対策の推進

会場管理基本計画 会場管理体制の整備会場管理基本方針

式典準備の推進（式典演技、式典音楽、炬火イベント、リハーサル等）
式典本部式典基本方針 式典基本計画

式典基本構想
式典実施計画

リ

ハ

ー

サ

ル

大

会
（

障

ス

ポ

）

情報通信基本方針 情報通信基本計画 情報通信システムの調整

競技施設整備計画

平成 3 0 年 ( 2 0 1 8 年 ) 7 月 9 日

第 ２ 回 常 任 委 員 会 決 定

令和４年 ( 2 0 2 2 年 ) 8月 2 2日

第 １ ０ 回 常 任 委 員 会 改 正

7



 
 

第８１回国民スポーツ大会正式競技開催予定施設の変更 

 

 

 第８１回国民スポーツ大会正式競技会場地市町村第１次選定（平成３０年７月９日 第

２回常任委員会決定）において選定したソフトボール競技（少年男子種別・少年女子種別）

の開催予定施設を以下のとおり変更する。 

 

 

 

１ 国民スポーツ大会正式競技 

競 技 種 別 市町村 

開 催 予 定 施 設 変 更 

変更前 変更後 

ソフトボール 
少年男子 

少年女子 
日向市 

お倉ヶ浜総合公園野球場 

お倉ヶ浜総合公園広場 

お倉ヶ浜総合公園野球場 

お 倉 ヶ 浜 総 合 公 園 運 動 広 場 

お倉ヶ浜総合公園第２多目的広場 

 

 

令和 4 年(2022 年)8 月 22 日 
第１０回常任委員会決定 報告事項（２）― ② 
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 
募金基本計画 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会の募金については、「第  

８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会募金・企業協賛基本方針」に基

づき、次のとおり推進する。 

 

１ 募金の名称 

募金の名称は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ募金」（以下「募金」という。）とす

る。 

 

２ 募金の種類 

（１）個人募金 

広報紙、各種メディア、リーフレット等を活用し、広く県民に募金を呼びかける。 

（２）職場・職域募金 

企業・団体等に勤務する個人に対し、職場単位の募金を呼びかける。 

（３）募金箱募金 

各施設等に募金箱を設置し、募金を呼びかける。 

（４）イベント募金 

各種イベントと連携し、募金を呼びかける。 

（５）企業・団体募金 

企業協賛と併せて、企業・団体による募金を呼びかける。 

（６）グッズ販売募金 

マスコットキャラクターを活用した各種グッズを販売し、その売上げを募金に充 

当する。 

 

３ 募金の期間 

募金の期間は、令和５年８月１日から両大会の終了する日の属する月の末日までとする。 

 

４ 募金の対象者 

募金の対象者は、県内外の個人、団体及び企業とする。 

 

５ 募金の受入れ 

  募金の受入れは、県が行うものとする。 

 

６ 募金の使途  

募金は、両大会のボランティア活動をはじめとした県民運動などの大会運営やスポーツ 

を活かした「未来のみやざき」づくりの推進のために活用する。 

 

令和 4 年(2022 年)8 月 22 日 
第１０回常任委員会決定 報告事項（２）― ③ 
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７ 寄附者に対する謝意表明 

一定額以上の寄附者に対しては、別に定めるところにより謝意表明を実施する。 

 

８ その他 

（１）県は、市町村及び競技団体と協力して、募金活動を推進する。 

（２）この基本計画に定めるもののほか、募金の推進に必要な事項は、別に定める。 
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

文化プログラム実施基本方針 

 

１ 目 的 

  多くの県民が文化・芸術活動を通して第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障

害者スポーツ大会（以下「大会」という。）に参加することで、開催機運を盛り上げる

とともに、県民総参加型の大会を目指す。 

  あわせて、神話や伝統文化、豊かな自然や食、充実したスポーツ環境等、本県の多

彩な魅力を全国に向けて発信する。 

 

２ 内 容 

文化プログラムの内容は、次のいずれかに該当し、県が認めたものとする。 

（１）スポーツに関する文化・芸術事業 

（２）本県の文化・芸術等を発信する事業 

（３）その他文化プログラムの目的に沿うと認められる事業 

 

３ 実 施 者 

  文化プログラムの事業を実施できるものは、次のとおりとする（宗教団体、政治団 

体は除く）。 

（１）公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、県、市町村及び特定非営利活動法

人日本スポーツ芸術協会 

（２）公益法人又はこれに準ずる団体 

（３）通信、新聞、テレビ、ラジオなどの報道機関 

（４）その他、県が上記各号に準ずると認めるもの。 

 

４ 期 間 

  文化プログラムの実施期間は、原則として、大会開催年の１月１日から１２月３１

日までとする。 

 

５ 開 催 地 

  文化プログラムは原則として県内で実施する。 

 

６ 経費負担 

  文化プログラムの実施に係る経費は、３に定める各事業の実施者が負担する。 

令和 4 年(2022 年)8 月 22 日 
第１０回常任委員会決定 報告事項（２）― ④ 
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

県民運動基本計画 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会県民運動基本方針に

基づき、次の具体的取組により、大会開催に向けた全県的な県民運動を推進する。 

 

 

１ すべての県民が、大会やイベント、ボランティア活動などに主体的に参加し、地

域が一体となって大会を盛り上げる。 

（１）総合開・閉会式の運営や出演、炬火イベント等への参加 

（２）競技会場での観戦や選手の応援 

（３）ボランティア活動への参加 

（４）募金や企業協賛による協力 

 

２ すべての県民が、来県者等を“おもてなしの心”で温かく迎える。 

（１）明るい挨拶と親切、丁寧な対応で来県者を歓迎 

（２）たくさんの花ときれいな町づくり 

（３）のぼり旗や横断幕、案内看板等による歓迎・応援 

（４）郷土料理や御当地グルメ、特産品でのおもてなし 

 

３ すべての県民が、スポーツとの関わりを通じ、スポーツの素晴らしさを体感し、

生涯にわたりスポーツ活動に親しむ。 

（１）デモンストレーションスポーツや各種スポーツ大会・イベント等への参加 

（２）県内で行われる各種スポーツ大会・キャンプ等の観戦や応援 

（３）ライフステージに応じた日常的なスポーツ活動の実践 

 

４ すべての県民が、来県者等との交流を通じて、宮崎県の多彩な魅力を全国に向け

て発信する。 

（１）豊かな自然や歴史、文化、食などの宮崎の多彩な魅力紹介 

（２）地産地消の推進や宮崎の郷土料理、御当地グルメ等の紹介 

（３）地域ブランドの積極的なＰＲ 

 

令和 4 年(2022 年)8 月 22 日 
第１０回常任委員会決定 報告事項（２）― ⑤ 
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推進スケジュール（予定） 

年 度 主 な 事 業 内 容 

令和４年度 

（２０２２年度） 

【５年前】 

［ 開催内定 ］ 

・県民運動基本計画策定 

・県民運動アクションプログラム策定 

令和５年度 

（２０２３年度） 

【４年前】 

・募金開始 

・各種県民運動の開始 

令和６年度 

（２０２４年度） 

【３年前】 

［ 開催決定 ］ 

・企業協賛開始 

・情報支援ボランティア募集・登録開始 

・広報ボランティア募集･活動開始 

令和７年度 

（２０２５年度） 

【２年前】 

・情報支援ボランティア養成開始 

・大会運営ボランティア募集･登録開始･養成開始 

令和８年度 

（２０２６年度） 

【１年前】 

・リハーサル大会での実践活動 

令和９年度 

（２０２７年度） 

［ 開催年 ］ 

・本大会での実践活動 

 

 

県
民
運
動
基
本
方
針
・
基
本
計
画
に
基
づ
く
活
動
の
推
進 

報告事項（２）― ⑤ 参考 
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

式典基本方針 

 

 

第８１回国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）及び第２６回全国障害者スポー

ツ大会（以下「障スポ」という。）の式典は、「国民体育大会開催基準要項」、「同規則」

及び「全国障害者スポーツ大会開催基準要綱」並びに「第８１回国民スポーツ大会・第２

６回全国障害者スポーツ大会開催基本方針」を踏まえ、「紡ぐ感動 神話となれ」のスロー

ガンのもと、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」にふさわしい式典とする。 

 

１ 基本理念 

（１）「チームみやざき」の一員である県民が様々な形で参加し、元気・勇気・感動を共

有できる式典とする。 

（２）宮崎の魅力を全国に発信し、来県者をおもてなしの心で温かく迎えるとともに、参

加者の記憶に残る式典とする。 

（３）アスリートファーストの視点に立ち、簡素化を図りながらも創意工夫を凝らした式

典とする。 

 

２ 式典の構成 

式典は、国スポ及び障スポ（以下「大会」という。）の開・閉会式、各競技会の表彰

式（以下「表彰式」という。）、炬火イベントで構成する。 

（１）大会の開・閉会式 

国スポの総合開・閉会式は、「国民体育大会開催基準要項第２０項」に規定する式

典、役員・選手団入退場及び集団演技で構成する。障スポの開・閉会式は、国スポに

準じた構成とする。 

（２）表彰式 

国スポの表彰式は、「国民体育大会開催基準要項細則第９項」の規定により構成す

る。障スポの表彰式は、国スポに準じた構成とする。 

（３）炬火イベント 

炬火イベントは、開催に向けた機運を高める行事及び大会の開・閉会式で構成する。 

 

３ 式典の企画・運営 

（１）大会の開・閉会式 

開・閉会式は、県が企画・運営に当たる。 

（２）表彰式 

国スポの表彰式は、県が別に定める要項に基づき、会場地市町村が関係競技団体と

協議の上、企画・運営に当たる。障スポの表彰式は、県が会場地市町村及び競技運営

主管団体と協議の上、企画し、会場地市町村及び競技運営主管団体が運営に当たる。 

（３）炬火イベント 

炬火イベントは、県及び会場地市町村が別に定める要項に基づくものとする。 

令和 4 年(2022 年)8 月 22 日 
第１０回常任委員会決定 報告事項（２）― ⑥ 
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

宮崎県準備委員会専門委員会規程改正 
 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会専門委員会規程

を次のとおり改正する。 

 

１ 改正の理由 

  第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会の運営を安全かつ円滑に行うた

め「警備・消防・防災専門委員会」を設置する。 

２ 改正の内容 

  別紙のとおり 

３ 施行日 

  令和４年８月２２日 

 

＜参 考＞ 宮崎県準備委員会構成図 

令和 4 年(2022 年)8 月 22 日 
第１０回常任委員会決定 報告事項（２）― ⑦ 
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

宮崎県準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宮

崎県準備委員会会則第１４条第３項の規定に基づき、専門委員会（以下「委員会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のとおり 

とする。 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

 （１）委 員 長 １名 

 （２）副委員長 １名 

２ 委員長及び副委員長は、第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ

大会宮崎県準備委員会会長(以下「会長」という｡)が委嘱する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

３ 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴

くことができる。 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会

長の承認を得て別に定める。 
   附 則  
 この規程は、平成２９年１０月３０日から施行する。 

附 則 
 この規程は、平成３０年７月９日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、令和元年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、令和２年７月６日から施行する。 

附 則 
 この規程は、令和３年２月１５日から施行する。 

附 則  
この規程は、令和４年２月１４日から施行する。 

平成 29 年(2017 年)10 月 30 日

第 １ 回 常 任 委 員 会 決 定 

令和 4 年(2022 年)8 月 22 日

第１０回 常任委 員会改 正 
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附 則  
この規程は、令和４年８月２２日から施行する。 
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別表（第２条関係）  

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画専門委員会 

 

１ 総合的な計画の立案に関するこ

と。 

２ 会場地選定に関すること（デモン 

ストレーションスポーツ、オープン 

競技を除く）。 

３ 県及び会場地市町村の業務分担に

関すること。 

４ 競技施設、開・閉会式会場及び関

連施設の基本的事項に関すること。 

５ 他の専門委員会に属さない重要な

事項に関すること。 

１ 総合的な計画の推進に関するこ

と。 

２ 文化プログラムに関すること。  

３ 競技施設、開・閉会式会場及び関

連施設に関すること。 

４ 他の専門委員会に属さない事項に

関すること。 

競技運営専門委員会 

 

１ 競技運営等の基本的事項に関する

こと。 

２ 競技運営に係る計画の立案に関す

ること。 

３ 競技用具の整備計画の事項に関す

ること。 

４ デモンストレーションスポーツの

実施競技及び会場地市町村の選定に

関すること。 

５ その他の競技運営に係る重要な事

項に関すること。 

１ 競技運営に係る計画の推進に関す

ること。 

２ 競技役員等の養成及び編成に関す

ること。 

３ 競技用具整備の推進に関するこ

と。 

４ デモンストレーションスポーツに

関すること（実施競技及び会場地市

町村選定を除く）。 

５ リハーサル大会に関すること。 

６ 競技記録に関すること。 

７ その他競技運営に関すること。 

広報・県民運動専門委

員会 

１ 広報の基本的事項に関すること。 

２ 県民運動の基本的事項に関するこ

と。 

３ その他広報及び県民運動に係る重

要な事項に関すること。 

１ 広報及び啓発の実施に関するこ

と。 

２ 県民運動の推進に関すること。 

３ 愛称・スローガン、マスコット等

に関すること。 

４ 報道機関との調整に関すること。 

５ 記録映像及び記録写真に関するこ

と。 

６ その他広報及び県民運動に関する

こと。 

全国障害者スポーツ大

会専門委員会 

１ 全国障害者スポーツ大会の競技運

営に係る計画の立案に関すること。 

２ オープン競技の実施競技及び会場

地市町村の選定に関すること。 

３ その他全国障害者スポーツ大会に

係る重要な事項に関すること。 

１ 全国障害者スポーツ大会の競技運

営に係る計画の推進に関すること。 

２ その他全国障害者スポーツ大会に

関すること（他の専門委員会の委任

事項は除く）。 
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委員会名 付託事項 委任事項 

宿泊・衛生専門委員会 

 

１ 宿泊及び衛生の基本的事項に関す

ること。 

２ その他宿泊及び衛生に係る重要な

事項に関すること。 

１ 宿泊及び衛生に係る計画の推進に

関すること。 

２ その他宿泊及び衛生に係る事項の

推進に関すること。 

医療救護専門委員会 １ 医療救護の基本的事項に関するこ

と。 

２ その他医療救護に係る重要な事項

に関すること。 

１ 医療救護に係る計画の推進に関す

ること。 

２ その他医療救護に係る事項の推進 

に関すること。 

馬事衛生専門委員会 １ 馬事衛生の基本的事項に関するこ

と。 

２ その他馬事衛生に係る重要な事項

に関すること。 

１ 馬事衛生に係る計画の推進に関す

ること。 

２ その他馬事衛生に係る事項の推進 

に関すること。 

輸送・交通専門委員会 

 

１ 輸送及び交通の基本的事項に関す

ること。 

２ その他輸送・交通に係る重要な事

項に関すること。 

１ 全国輸送に関すること。 

２ 開・閉会式の輸送に関すること。 

３ 競技会場地の輸送に関すること。 

４ その他輸送及び交通に関すること。

式典専門委員会 

 

１ 式典の基本的事項に関すること。 

２  その他式典に係る重要な事項に関 

すること。 

１ 開・閉会式の企画及び運営に関す

ること。 

２ 式典音楽に関すること。 

３ 式典演技に関すること。 

４ 大会旗・炬火イベントに関するこ

と。 

５ その他式典に関すること。 

警備・消防・防災専門

委員会 

１ 警備及び消防・防災の基本的事項

に関すること。 

２ その他警備及び消防・防災に係る

重要な事項に関すること。 

１ 警備及び消防・防災に係る計画の

推進に関すること。 

２ その他警備及び消防・防災に係る

事項の推進に関すること。 
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第８１回国民スポーツ大会 競技施設整備計画【第１次】 
 

 

１ 趣旨 

  第８１回国民スポーツ大会の競技施設の整備を計画的かつ円滑に推進するため、

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会会場地市町村選定基

準及び第８１回国民スポーツ大会競技施設基準、中央競技団体正規視察の結果を踏

まえ、会場地市町との協議を基に、全体的な整備計画を策定するものである。なお、

本整備計画は現時点における予定であり、今後の状況に応じて見直すものとする。 

 

 

２ 施設整備区分一覧（令和４年１１月現在） 

   整備区分 

整備主体 
新設 改修 既設 仮設 検討中 計 

県 ３ ５ ２   １０ 

市町 ２ ２６ １１ １５ ３ ５７ 

民間   ５   ５ 

計 ５ ３１ １８ １５ ３ ７２ 

 
 
３ 用語等の説明 

（１）作成時点において、競技施設名が確定していないものは「（仮称）」とした。 

（２）整備区分、主な整備内容、整備年度の「検討中」とは、具体的な内容等が未確

定なものをいう。 

（３）整備区分は次のとおりとする。 

  ① 「新設」は、新規に整備する常設施設をいう。 

  ② 「改修」は、既存施設のうち、競技会を開催するにあたり施設の改修を要す

る施設（通常の維持修繕を行うものは含まない。）をいう。 

  ③ 「既設」は、既存施設のうち、そのまま使用するものをいう。 

  ④ 「仮設」は、第８１回国民スポーツ大会開催に合わせて臨時的に競技施設を

整備するものをいう。 

（４）施設の概要は、新設は整備後の数値、改修及び既設は現状の数値、仮設は競技

施設基準の数値を記載した。 

（５）整備年度は、設計等の期間を除き、工事期間のみを記載した。 

報告事項（３） 
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学
校
射
撃
場

ハ
ン
ド
ボ
－
ル

少
年
男
女

宮
崎
市
佐
土
原
体
育
館

宮
崎
市
天
ヶ
城
公
園
体
育
館

宮
崎
市
清
武
体
育
館

空
手
道

ボ
ウ
リ
ン
グ

1
8
ホ
ー
ル
、
6
,3
1
6
ヤ
ー
ド
、
パ
ー
7
2

両
翼
1
0
0
m
、
中
堅
1
2
2
m

両
翼
1
0
0
m
、
中
堅
1
2
2
m

1
8
ホ
ー
ル
、
7
,0
4
2
ヤ
ー
ド
、
パ
ー
7
2

1
8
ホ
ー
ル
、
6
,9
2
0
ヤ
ー
ド
、
パ
ー
7
2

→

改
修

5
～
6

6
1

3
9

2
,3
7
9

－
－

4
0

－
6
0

全
面
改
修

⇒

22



縦 (m
)

横 (m
)

面
積
(㎡
)

高
さ
又

は
表
層

照
度

(ル
ク
ス
)

固
定

仮
設

R
2
R
3
R
4
R
5
R
6
R
7
R
8
R
9

主
な
整
備
内
容

（
整
備
年
次
計
画
）
→
：
設
計
、
⇒
：
工
事

整
備
年
度

（
令
和
）

N
o

会
場
地

市
町
村

競
技
・
種
目

種
別

競
技
施
設
名

整
備

主
体

施
設
概
要

整
備

区
分

面
数

レ
－
ン

数
等

観
客
席
数
[席
]

2
1

全
種
別

－
9

県
新
設

陸
上
競
技
場
の
新
設

3
～
6

→
⇒
⇒
⇒
⇒

バ
レ
－
ボ
－
ル

６
人
制

少
年
男
子

ア
リ
ー
ナ

5
0

3
8
.1
5

1
,9
0
8

1
6
.7

1
,0
0
0

3
1
,1
8
2

－

成
年
男
女

サ
ブ
ア
リ
ー
ナ

4
3
.7

3
4
.7

1
,5
1
6

1
2
.5

1
,0
0
0

2
6
3
9

－

2
3

5
0
.4

3
2
.2

1
,6
2
3

1
3
.5

1
,1
2
0

2
4
1
4

－
市

検
討
中

―
－

2
4

5
2

3
1
.5

1
,6
3
8

1
2
.2

1
,2
2
1

2
3
0
0

－
市

検
討
中

―
－

2
5

成
年
男
女

2
0
0

7
1

1
4
,2
0
0

砂
入
り

人
工
芝

2
5
0
～

3
0
0

1
6

6
0
0

1
,4
4
0

市
改
修

９
面
か
ら
１
６
面
砂
入
り

人
工
芝
に
改
修

3
～
7

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

2
6

水
泳

Ｏ
Ｗ
Ｓ

全
種
別

－
－

－
－

－
－

－
－

市
仮
設

コ
ー
ス
設
営

8
～
9

→
⇒
⇒

バ
レ
－
ボ
－
ル

６
人
制

成
年
女
子

3

競
技

全
種
別

－

新
体
操

全
種
別

－

全
種
別

3

成
年
男
子

成
年
男
子

2
9

バ
レ
－
ボ
－
ル

６
人
制

成
年
男
子

3
8

5
0

1
,9
0
0

R
C
構
造

8
0
0

4
3
6
0

－
市

改
修

照
明
・
フ
ロ
ア
修
繕

7
→
⇒

3
0

全
種
別

3
6

5
0
.4

1
,8
1
4

R
C
構
造
1
,0
0
0

4
8
7
6

－
市

改
修

検
討
中

(仮
設
施
設
他
)

8
～
9

⇒
⇒

3
1

全
種
別

－
－

－
－

－
－

－
－

市
仮
設

検
討
中

(仮
設
施
設
他
)

8
～
9

→
⇒
⇒

3
2

－
ク
レ
ー

天
然
芝

－
1

2
,0
1
0

－
市

改
修

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
更
新

8
→
⇒

3
3

－
ク
レ
ー

天
然
芝

－
1

4
,0
0
0

－
市

改
修

安
全
施
設
整
備

6
⇒

3
4

－
ク
レ
ー

天
然
芝

－
1

3
,9
0
1

－
市

改
修

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
修
繕

6
⇒

バ
レ
－
ボ
－
ル

６
人
制

少
年
女
子

2

体
操

ト
ラ
ン
ポ
リ
ン

全
種
別

1

3
6

全
種
別

1
2

1
8

2
1
6

－
－

－
1
,1
1
4

－
市

既
設

―

3
7

バ
レ
－
ボ
－
ル

ﾋ
ﾞｰ
ﾁ
ﾊ
ﾞﾚ
ｰ
ﾎ
ﾞｰ
ﾙ
全
種
別

砂
浜

－
8

－
3
0
0

市
仮
設

ビ
ー
チ
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

コ
ー
ト
整
備

8
～
9

→
⇒
⇒

成
年
男
子

少
年
男
女

3
9

少
年
男
女

ク
レ
ー

天
然
芝

－
2

1
,2
0
0

1
,6
0
0

（
芝
生
席
）

市
改
修

検
討
中

6
～
8

⇒
⇒
⇒

4
0

少
年
男
女

ク
レ
ー

天
然
芝

－
1

－
1
0
0

市
改
修

検
討
中

8
～
9

⇒
⇒

面
積
約
3
,0
1
0
㎡
(約
6
7
m
×
4
4
m
)

⇒

⇒
→

全
面
改
修

5
～
7

2
2

2
7

2
8

3
5

3
8

改
修

市

検
討
中

新
設

セ
－
リ
ン
グ

（
特
別
）

高
等
学
校
野
球

⇒
→

→

⇒
⇒

6
～
7

⇒
⇒

体
育
館
の
新
設

5
～
8

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
改
修
、
ラ
バ
ー
フ
ェ

ン
ス
の
設
置
等

体
育
館
の
新
設

改
修

県 市

新
設

市

南
郷
中
央
公
園
南
郷
ス
タ
ジ
ア
ム

軟
式
野
球

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

硬
式

軟
式

日
南
市
北
郷
体
育
館

天
福
公
園
天
福
球
場

日
南
総
合
運
動
公
園
東
光
寺
球
場

延
岡
市

（
仮
称
）
下
阿
蘇
ビ
ー
チ
特
設
会
場

（
仮
称
）
都
城
運
動
公
園
庭
球
場

新
宮
崎
県
体
育
館
（
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
）

日
南
総
合
運
動
公
園
多
目
的
体
育
館

西
階
野
球
場

レ
ス
リ
ン
グ

早
水
公
園
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
－
ル

高
城
運
動
公
園
総
合
体
育
館

高
崎
総
合
公
園
総
合
体
育
館

成
年
女
子

体
操

柔
道

日
南
市

小
林
市

ウ
エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ

日
向
市

ス
タ
ン
ド
1
1
,5
0
0

芝
生
3
,5
0
0
程
度

日
本
陸
上
競
技
連
盟
第
１
種
公
認

都
城
市

陸
上
競
技

（
仮
称
）
新
宮
崎
県
陸
上
競
技
場

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

(仮
称
)健
幸
の
ま
ち
づ
く
り
拠
点
施
設

4
7

3
7

1
,7
3
9

固
定
2
,0
0
4

可
動
1
,9
5
2

砂
浜
1
.6
ヘ
ク
タ
ー
ル

両
翼
9
9
m
、
中
堅
1
2
0
m

両
翼
9
9
m
、
中
堅
1
2
2
m

両
翼
9
2
m
、
中
堅
1
2
2
m

両
翼
1
0
0
m
、
中
堅
1
2
0
m

日
南
市
大
堂
津
ヨ
ッ
ト
競
技
場

お
倉
ヶ
浜
総
合
公
園
運
動
広
場

お
倉
ヶ
浜
総
合
公
園
野
球
場

小
林
市
文
化
会
館

（
仮
称
）
お
倉
ヶ
浜
海
岸
特
設
会
場

未
定

未
定

未
定

8
0
0

軟
式
野
球

ソ
フ
ト
ボ
－
ル

3
9
0
0

（
芝
生
席
）

1
,1
0
0

1
－

ク
レ
ー

天
然
芝

両
翼
9
3
m
、
中
堅
1
2
0
m

両
翼
8
5
m
、
中
堅
1
7
0
m

両
翼
9
4
m
、
中
堅
1
1
5
m

お
倉
ヶ
浜
総
合
公
園

第
２
多
目
的
広
場

－
1
5
,0
0
0

1
－

ク
レ
ー

天
然
芝

市

→
⇒ →

3
～
7

⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒

―
－
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縦 (m
)

横 (m
)

面
積
(㎡
)

高
さ
又

は
表
層

照
度

(ル
ク
ス
)

固
定

仮
設

R
2
R
3
R
4
R
5
R
6
R
7
R
8
R
9

主
な
整
備
内
容

（
整
備
年
次
計
画
）
→
：
設
計
、
⇒
：
工
事

整
備
年
度

（
令
和
）

N
o

会
場
地

市
町
村

競
技
・
種
目

種
別

競
技
施
設
名

整
備

主
体

施
設
概
要

整
備

区
分

面
数

レ
－
ン

数
等

観
客
席
数
[席
]

4
1

自
転
車

ロ
ー
ド

全
種
別

－
－

－
－

2
0
0

市
仮
設

コ
ー
ス
設
営

8
～
9

→
→
⇒
⇒

4
2

（
近
的
）

全
種
別

R
C
構
造

1
,6
0
0

－
5
4
0

－
市

仮
設

競
技
場
設
営

8
～
9

→
→
⇒
⇒

4
3

（
遠
的
）

全
種
別

ウ
レ
タ
ン

舗
装

天
然
芝

－
6

9
4
0

－
市

仮
設

競
技
場
設
営

8
～
9

→
→
⇒
⇒

4
4

1
1
6

8
3

9
,6
2
8

天
然
芝

－
1

－
4
0
0

市
既
設

―
－

4
5

1
1
6

8
3

9
,6
2
8

天
然
芝

－
1

5
0
0

－
市

既
設

―
－

4
6

1
1
7

8
3

9
,7
1
1

天
然
芝

－
1

5
0
0

－
市

既
設

―
－

4
7

成
年
男
子

天
然
芝

－
1

9
0
0

－
市

改
修

ホ
ー
ム
ラ
ン
テ
ー
プ
設
置

7
⇒

4
8

え
び
の
市

全
種
別

5
4

3
4

1
,8
3
6

1
2

6
0
0

2
－

－
市

既
設

検
討
中

－

4
9

三
股
町

全
種
別

3
9

3
5

1
,3
6
5

1
5

3
6
0

1
－

1
0
0

町
改
修

屋
根
鋼
板
貼
り
、
壁
床
張
り
替
え
、

カ
ー
テ
ン
設
置
、
照
明

6
→
⇒

5
0

高
原
町

全
種
別

天
然
芝

－
2
0

－
6
0
0

町
仮
設

防
矢
ネ
ッ
ト
設
置
等

8
～
9

→
⇒
⇒

5
1

国
富
町

全
種
別

4
8
.9

3
9
.2

1
,9
1
6

1
4

7
0
0

8
2
8
8

－
町

既
設

―
－

5
2

1
8
0

8
0

1
4
,4
0
0

天
然
芝

－
1

6
0
0

－
町

改
修

屋
根
改
修

6
⇒

5
3

1
0
7

7
0

7
,4
9
0

天
然
芝

－
1

－
5
0
0

町
既
設

―
－

5
4

1
1
0

7
3

8
,0
3
0

天
然
芝

－
1

－
5
0
0

町
既
設

―
－

5
5

成
年
男
女

8
0

6
0

4
,8
0
0

2
6

4
0
7

2
－

4
0
0

町
改
修

検
討
中

6
～
8

→
⇒
⇒
⇒

5
6

全
種
別

砂
－

－
1
,5
0
0

－
町

仮
設

検
討
中

6
～
8

→
⇒
⇒
⇒

5
7

成
年
男
子

天
然
芝

－
1

2
,0
0
0

－
町

改
修

検
討
中

6
→
⇒

5
8

全
種
別

6
3

4
0

2
,5
2
0

1
4

1
,9
0
0

1
2

8
3
6

－
町

改
修

検
討
中

6
・
9

⇒
⇒

5
9

1
0
5

6
8

7
,1
4
0

人
工
芝

－
2

6
0

－
町

新
設

新
設

3
～
4

⇒
⇒

6
0

1
0
5

6
8

7
,1
4
0

天
然
芝

－
1

5
0
0
0

－
民
間

既
設

―
－

6
1

1
1
0

7
2

7
,9
2
0

天
然
芝

－
1

－
2
0
0

町
改
修

芝
生
張
替
え

6
～
7

→
⇒
⇒

6
2

全
種
別

2
,0
0
0

1
0
0

2
0
0
,0
0
0

－
－

6
－

1
0
0

町
仮
設

検
討
中

7
～
9

→
⇒
⇒
⇒

6
3

リ
ー
ド

全
種
別

－
2

－
2
0
0

仮
設

6
4

ボ
ル
ダ
リ
ン
グ

全
種
別

R
C
構
造

－
2

1
4
0

1
0
0

仮
設

6
5

成
年
男
子

天
然
芝

－
1

1
5
0

5
0
0

（
芝
生
席
）

町
改
修

ベ
ン
チ
、
ラ
バ
ー
フ
ェ
ン
ス
等

改
修

5
～
6

→
⇒
⇒

6
6

全
種
別

－
1

－
3
0

町
仮
設

コ
ー
ス
設
営

8
～
9

→
⇒
⇒⇒

⇒
→

ウ
ォ
ー
ル
設
置
等

8
～
9

高
鍋
町

川
南
町

サ
ッ
カ
－

軟
式
野
球

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン

（
仮
称
）
川
南
漁
港
特
設

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
会
場

高
鍋
総
合
運
動
公
園

M
A
S
U
D
A
ス
タ
ジ
ア
ム

（
仮
称
）
木
城
町
体
育
館
特
設
会
場

新
富
町

三
納
代
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場

ボ
－
ト

少
年
男
子

井
上
商
店
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

高
鍋
町
総
合
体
育
館

（
仮
称
）
新
富
町
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

富
田
浜
漕
艇
場

自
然
休
養
村
公
園

小
田
爪
多
目
的
競
技
場

西
都
原
運
動
公
園
野
球
場

サ
ッ
カ
－

ハ
ン
ド
ボ
－
ル

ア
－
チ
ェ
リ
－

フ
ェ
ン
シ
ン
グ

綾
国
際
交
流
広
場
サ
ッ
カ
ー
場

ア
リ
ー
ナ
く
に
と
み

銃
剣
道

サ
ッ
カ
－

串
間
市
民
総
合
体
育
館

串
間
市

綾
町

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

弓
道

木
城
町

ス
ポ
－
ツ

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

高
原
町
総
合
運
動
公
園

多
目
的
芝
生
広
場

清
水
台
総
合
公
園
多
目
的
広
場
B
面

三
股
町
武
道
体
育
館

面
積
3
9
,7
7
0
㎡

両
翼
1
0
0
m
、
中
堅
1
2
0
m

町

綾
馬
事
公
苑

綾
て
る
は
ド
ー
ム

綾
て
る
は
ふ
れ
あ
い
広
場

ユ
ニ
リ
ー
バ
ス
タ
ジ
ア
ム
新
富

木
城
町
体
育
館

6
0
㎡

　
ル
ー
ト
の
長
さ
1
5
m
以
上

　
高
さ
1
2
m
以
上
、
ウ
ォ
ー
ル
の
幅
3
m
以
上

川
南
町
運
動
公
園
野
球
場

両
翼
9
2
m
、
中
堅
1
1
5
m

ス
イ
ム
1
.5
k
m
、
バ
イ
ク
4
0
k
m
、
ラ
ン
1
0
k
m

清
水
台
総
合
公
園
多
目
的
広
場
A
面

え
び
の
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 
会期案 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会会期案を次のとおりと

する。 

 

１ 国民スポーツ大会会期案 

 

希望順位 日程 

１ 令和９年９月 25 日（土）～10 月５日（火） 

２ 令和９年９月 26 日（日）～10 月６日（水） 

３ 令和９年９月 19 日（日）～９月 29 日（水） 

 

 ２ 全国障害者スポーツ大会会期案 

  

希望順位 日程 

１ 令和９年 10 月 23 日（土）～10 月 25 日（月） 

２ 令和９年 10 月９日（土）～10 月 11 日（月） 

 

第１号議案 
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第１号議案 参考

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会
大会会期について

１ 開催の基本方針

(1) 国民体育大会開催基準要項より

7 開催の基本方針
(2) 大会の開催時期及び期間並びに会期
1) 大会の開催時期は次のとおりとする。（以下省略）
② 本大会：９月中旬から１０月中旬
2) 大会の開催期間は次のとおりとし、（以下省略）
② 本大会：１１日間以内
3) 大会の会期は開催３年前に日本スポーツ協会が開催県と協議し
て決定する。

(2) 全国障害者スポーツ大会開催基準要綱より

5 大会開催の基本方針
(2) 大会は、毎年開催される国民体育大会本大会の直後を原則とし
て、当該都道府県において３日間で開催する。

(3) 大会会期は、（省略）開催３年前までに開催地主催者が中央主催者
と協議して決定する。

２ 会期を設定する上で留意する事項

(1) 国民スポーツ大会
① 総合開会式を土曜日または日曜日に設定する。
② 市町村・競技団体等の行事に配慮する。
③ 皇室行事と総合開・閉会式が重複しない。（移動日含む）

(2) 全国障害者スポーツ大会
① 開会式を土曜日に設定［土・日・月で開催］する。
② 市町村・競技団体等の行事に配慮する。
③ 皇室行事と総合開・閉会式が重複しない。（移動日含む）
④ 国スポと障スポの間隔を３日以上確保する。

３ 今後のスケジュール

年 月 主な内容

令和４年度 ２月 常任委員会で審議、本県会期案決定

令和５年度 ８月 国スポ本県会期案（３案）を日本スポーツ協会に提出

６月 障スポ本県会期案（２案）を日本パラスポーツ協会に提出

７月 日本スポーツ協会理事会において国スポ本県会期決定

８月 日本パラスポーツ協会において障スポ本県会期決定

令和６年度
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第８１回国民スポーツ大会 正式競技 開催予定施設の変更（案） 

 

 

 第８１回国民スポーツ大会正式競技会場地市町村第２次選定（平成３１年１月３１日 第

３回常任委員会決定）において選定したバレーボール競技・６人制（少年女子）及び第４次選

定（令和元年７月１日 第４回常任委員会決定）において選定した体操競技・トランポリン

（全種別）の開催予定施設を、次のとおり変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技（種目） 種 別 市町村 
開催予定施設 

変更前 変更後 

バレー

ボール 
６人制 少年女子 

小林市 小林市市民体育館 
（仮称）健幸のまちづく

り拠点施設 

体操 
トラン

ポリン 
全種別 

第２号議案 
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日本のひなた国スポ・障スポ募金 
趣意書（案） 

 

 令和９年（２０２７年）秋、「紡ぐ感動 神話となれ」をスローガンに、第８１回国民ス

ポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会(日本のひなた宮崎国スポ・障スポ)が、宮崎

県において開催されます。 

 

 両大会は、「スポーツの持つ力と可能性」により、広く県民に元気・勇気・感動を与え、

県民総参加型による“おもてなしの心”あふれる大会を目指します。        

 

 また、大会の開催を契機として、競技力の向上や地域スポーツの普及・振興を図り、県民

の健康増進や生きがいづくりに取り組むとともに、障がい者に対する理解を深め、障がい者

の社会参加を進めます。 

 

 現在、県、市町村、 競技団体、関係団体等が一体となり開催準備を進めておりますが、

両大会を成功に導くためには、企業や各種団体、そして、県民一人ひとりの皆様方のより一

層の御支援と御協力が何よりも必要であります。 

 

このような趣旨から、両大会のボランティア活動をはじめとした県民運動やスポーツを活

かした「未来のみやざき」づくりの推進のため、より多くの皆様方に両大会を支えていただ

く取組として「日本のひなた国スポ・障スポ募金」を実施することといたしました。 

 

 皆様方には、何卒この趣旨に御賛同いただき、格別の御高配を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

第３号議案 
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日本のひなた国スポ・障スポ募金 
謝意表明実施要項（案） 

 

この要項は「第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会募金基本計 

画」（以下「基本計画」という。）第７項に基づき、寄附者に対する謝意の表明について必 

要な事項を定める｡ 

 

１ 実施基準 

寄附者に対する謝意表明は、原則として別表により実施するものとする。ただし、寄附 

者の特定が出来ない場合は、この限りではない。 

（１）同一者から複数回にわたる寄附があった場合は、次のとおり取扱うこととする。  

ア 礼状の送付及び記念品、感謝状の贈呈は、原則として寄附ごとに実施する。 

イ 銘板等への記名及び大会開会式・閉会式への招待は、寄附の総額を基準に実施す 

る。 

（２）基本計画第２項第６号は、その性質からこれらの基準を適用しないこととする。 

 

２ 贈呈式 

１００万円以上の寄附があった場合、感謝状の贈呈のために贈呈式を執り行うこととす 

る。また、贈呈式の実施にあたっては、次のとおりとする。 

（１）寄附者に対し、贈呈の出席について意向を確認のうえ、日時及び場所、出席者等に 

ついて調整するものとする。 

（２）寄附者が贈呈式を辞退した場合は、感謝状等を送付するものとする。 

 

３ 実施時期 

謝意表明は、寄附金の収納確認後速やかに実施するものとする。ただし、銘板での顕彰 

及び贈呈式については、期日を定め実施することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号議案 
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（別表） 

寄附金額 謝意表明の方法 備考 

1 万円未満 ・礼状の送付  

1 万円以上 

10 万円未満 

・感謝状の送付  

10 万円以上  

50 万円未満 

・感謝状の贈呈 

・銘板(小)に氏名等を記載し顕彰 

感謝状は、郵送または

持参により贈呈 

50 万円以上 

100 万円未満 

・感謝状(県産材)の贈呈 

・銘板(中)に氏名等記載し顕彰 

・記念品の贈呈 

感謝状は、郵送または

持参により贈呈 

100 万円以上 ・感謝状(県産材)の贈呈 

・銘板(大)に氏名等記載し顕彰 

・記念品の贈呈 

・大会開会式・閉会式に招待 

感謝状は、原則として

贈呈式により贈呈 

（注１）寄附者については、ホームページ等で氏名または名称を公表する。 

（注２）銘板については、（仮称）新宮崎県陸上競技場に設置予定。 

（注３）ホームページ等への掲載、銘板による顕彰は寄附者の同意がある場合に限る。 
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